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 「研修」や「訓練」については、感染症法に基づく予防計画の
「感 染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する
事項」とも関係があるものであり、「都道府県、保健所設置市
及び特別区予防計画作成の手引き」の当該内容を参照いただき、
自医療機関で実施する、あるいは、都道府県等の自治体を含む
外部の機関が実施するものに参加させること。

 「点検」とは、例えば病床の確保に係る協定を締結した場合に
おいて、新興感染症発生・まん延時に新興感染症患者の入院を
受け入れる病床を確保するため、都道府県からの要請後、どの
ようにシフトを調整するか等の対応の流れを点検すること等を
想定している。

感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン
令和５年５月26 日（初版）
厚生労働省医政局地域医療計画課、医薬産業振興・医療情報企画課、健康局結核感染症課

平時における準備と
して、研修、訓練、
点検が求められてい
る。（年1回以上）

ガイドラインより


